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凶器として使用されるおそれのある刃物の販売業者の実態把握等について

（通達）

見出しのことについては、これまで「凶器として使用されるおそれのある刃物

の販売業者の実態把握等について（通達）」(平成２９年６月２１日付け熊生環

第５６５号）に基づき実施してきたところであるが、この度、警察庁から別添の

とおり「凶器として使用されるおそれのある刃物の販売業者の実態把握等につい

て（通達）」（令和３年３月３１日付け警察庁丁保発第２８号。以下「新通達」

という。）が発出されたことから、今後は新通達に基づき実施することとしたの

で、事務処理上誤りのないようにされたい。

※ 警察庁通達「凶器として使用されるおそれのある刃物の販売業者の実態

把握等について（通達）」については、警察庁ホームページをご覧くださ

い。


